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府こ連事務局の勤務体制について（ご案内） 

 

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申

し上げます。 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため４月７日に政府から緊急事態宣言が発令され、５

月６日まで不要不急の外出自粛要請が出されておりますが、このたびそれが延長される見通

しとなりました。現在、当連合会事務局もリスク軽減のため特別な勤務体制を執らせていた

だいており、今回の延長によりさらにこの勤務体制を継続いたします。 

諸事情ご賢察の上、何卒ご理解ご了承をいただきますよう宜しくお願い申し上げます。 

 

記 

特別勤務体制の概略 

対象期間：２０２０年５月７日（木）以降、当分の間 

「緊急事態宣言」が解除されるまで 

勤務時間：午前１０：００～午後４：００（土日祝は休日） 

平常時は午前 9：00～午後 5：45 

出勤職員：平日は日替わりで事務局に１名のみ常駐予定 

それ以外の職員は在宅勤務の実施 

以上 

 

通常業務に支障のない様、十分な体制を敷く予定ですが、始業前・終業後のお問い合せ 

で不通の場合及びお急ぎの場合はご遠慮なく八木あて直接ご連絡をお願いいたします。 

 

事務局：八木（０９０－３９２３－２６４８） 

一般財団法人大阪府こども会育成連合会  事務局 ： 八 木 
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